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○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協

２

信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協

同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に

同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の

よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の

引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
に
付
随
し
て
行
う
債

二

法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十

務
の
保
証

二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
付
随
し
て
行
う
債
務
の
保
証

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

（
新
設
）

の
は
、
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
の
銀
行
法
第
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（

第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
第
十
四
項
に
お
い
て
「
外
国
銀
行
の
業
務
」
と

い
う
。
）
の
代
理
又
は
媒
介
と
す
る
。

７

（
略
）

６

（
略
）

８

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
内

７

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
内
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閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当

一

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当

該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約

該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約

す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
引
に

す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
引
に

限
る
。
）
を
い
う
。
）

限
る
。
）
を
い
う
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

商
品
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

ロ

商
品
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の

げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９
～

（
略
）

８
～

（
略
）

13

12

法
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
新
設
）

14
は
、
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
と
す
る
。

第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項

第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会

15

13

の
規
定
は
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

が
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号

行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
五
号
の
二
か
ら
第

、
第
十
号
の
二
、
第
十
五
号
の
二
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
に
掲

十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る

げ
る
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

。
（
略
）

（
略
）

16

14

（
定
款
の
変
更
の
認
可
を
要
し
な
い
事
項
）

（
定
款
の
変
更
の
認
可
を
要
し
な
い
事
項
）

第
四
条

法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
四
条

法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一
～
三
の
二

（
略
）

一
～
三
の
二

（
略
）

四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

四

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可

る
認
可
を
受
け
て
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業

を
受
け
て
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業

イ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に

イ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
為
替
取
引
（
法
第
九

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
為
替
取
引
（
法
第
九
条
の
九

条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
号
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
。
）

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
号
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
。
）

ロ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に

（
新
設
）

規
定
す
る
外
国
銀
行
代
理
業
務

ハ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に

ロ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二

法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
四

項
第
四
号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
（
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
営

号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
（
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
営
利
を
目

利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
除
く
。
）
の
預
金
若
し
く
は
定
期
積
金
の
受

的
と
し
な
い
法
人
を
除
く
。
）
の
預
金
若
し
く
は
定
期
積
金
の
受
入
れ
又

入
れ
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
に
対
す
る
資
金
の
貸

は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
（

付
け
（
手
形
の
割
引
を
含
む
。
）

手
形
の
割
引
を
含
む
。
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

法
第
六
十
九
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第

２

法
第
六
十
九
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第

三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法

の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法

律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を

律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を

い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

い
う
。
）
に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
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と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

二

財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
（
大
正
七
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
国
産

資
格

奨
励
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る
消
費
生

活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三

一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

三

財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
五
日
に
財
団
法
人
日

ト
の
資
格

本
消
費
者
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
付
与
す
る

消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３

（
略
）

３

（
略
）


